記入上の注意
１　職業訓練計画全体の開始時期と終了時期を記入してください。なお、職業訓練計画（全体）は、職業訓練コースからなり、複数の訓練コース（Off-JT以外の訓練コースを含む）を組み合わせたものとすることも可能です。職業訓練計画の実施期間が原則１年とし、遅くとも平成２４年度末までに受給資格認定申請書を提出し、当該提出日から６ヵ月以内に訓練を開始するものを対象とします。なお、支給対象訓練に必要な時間数が確保される場合は、計画期間を６ヵ月以上とすることができます。
２　職業訓練計画期間中に実施を予定している訓練コースを、開始時期の早い順に記入してください。
３　1欄の訓練計画番号には、コースごとに通し番号を付けてください。他のコースと同じ番号を付けないように注意してください。
４　2欄は、従業員に受けさせようとする訓練の実施形態に該当するものに「○」を記入してください。なお、Off-JTは事業所内、事業所外で行われるものを含みます。
その他
１　この職業訓練計画（全体）の認定後に、訓練内容の著しい変更や訓練の追加がある場合には、成長分野等人材育成支援奨励金受給資格認定変更申請書（様式第５号）により変更認定申請の手続きを行うことができます。
